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従業員が労働時間の全部または一部について事業場外で業務（出張を含む）に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働をしたものとみなす。
２．事業場外のみなし労働に関する労使協定で定める対象従業員については、労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
３．　前項のみなし労働時間が所定労働時間を超える部分については、給与規則第□条により割増賃金を支給する。

第△条（専門業務型裁量労働制）
専門業務型裁量労働制は、専門業務型裁量労働制に関する労使協定で定める対象従業員に適用する。
２．　前項で適用する従業員（以下「専門業務型裁量労働適用者」という。）が、所定労働日に勤務した場合には、第◇条に定める就業時間に関らず、労使協定で定める時間労働したものとみなす。
３．　前項のみなし労働時間が所定労働時間を超える部分については、給与規則第△△条により割増賃金を支給する。
４．　専門業務型裁量労働適用者の始業・終業時刻は、第△△条で定める所定終業時刻を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、専門業務型裁量労働適用者の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。
５．　専門業務型裁量労働適用者の休憩時間は、第△△条の定めによるが、専門業務型裁量労働適用者の裁量により時間変更できるものとする。
６．　専門業務型裁量労働適用者の休日は第◇条で定めるところによる。
７．　専門業務型裁量労働適用者が、休日または深夜に労働する場合については、あらかじめ会社または所属長の許可を受けなければならないものとする。
８．　前項にかかわらず、事前に許可を受けることができないときは、事後直ちに承認を受けなければならない。
９．　第７項または第８項により、許可を受けて休日または深夜に業務を行った場合、会社は、給与規則××条により、割増賃金を支払うものとする。
10.　 その他の取扱いについては、労使協定の定めによるものとする。




